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実行（D) 評価（C) 改善（A)　　　　

●アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
●アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変化

実施後の分析、検証
H２９年度実施計画

（インプット）

・県内5ブロックで開催(7～9月)。「市町村内部での
連携強化」をテーマに、市町村のＤＶ被害者支援担
当課以外の関係課にも参加を呼び掛けた。参加者
は市町村の他、警察署、福祉保健所、ソーレ。
　　参加：56機関（うち市町村23）、132名

・市町村内、及び県市間相互の理解促
進に寄与した。
・昨年度と比較すると、参加機関数は減
少したものの、参加者は40名以上増加し
た（Ｈ２７実績：67機関（うち市町村28）、
86名）。

・ネットワークメンバー以外の市町村ＤＶ被害者支
援担当課及び県内各警察署にも参加を呼び掛け
た。参加52名。

ネットワークメンバー以外の者からの参
加により、参加者数が大幅に増加した
（H27実績：7機関11名→H28実績：14機
関18名）。

・民間シェルターが継続して安定的に運営できるよ
う、運営団体に対する補助を拡充（H27：721千円→
H28:1,000千円）

・DV被害者の支援を行うにあたっては、
複数の避難先を確保する観点からも、民
間シェルターの存在は重要。

・民間シェルターに対する補助につい
て、補助対象事業の拡大（研修参加費
用を追加）を検討。

県民生活・男女共
同参画課

第２次「高知県ＤＶ被害者支援計画」進捗状況の概要（平成２８年度上半期実績）第２次「高知県ＤＶ被害者支援計画」進捗状況の概要（平成２８年度上半期実績）第２次「高知県ＤＶ被害者支援計画」進捗状況の概要（平成２８年度上半期実績）第２次「高知県ＤＶ被害者支援計画」進捗状況の概要（平成２８年度上半期実績）

○２８年度も引き続き、関係機関との連携や一時保護所退所後のフォローアップの強化などに取り組んだ。

将来のＤＶ被害者・加害者を無くすための、デートＤＶの啓発・広報等の予防教育デートＤＶの啓発・広報等の予防教育デートＤＶの啓発・広報等の予防教育デートＤＶの啓発・広報等の予防教育の実施。

相談員の専門性向上のため、専門研修を受講する他、スキルアップ研修などを実施専門研修を受講する他、スキルアップ研修などを実施専門研修を受講する他、スキルアップ研修などを実施専門研修を受講する他、スキルアップ研修などを実施。

民間支援団体との連携による啓発・広報活動、マスコミ等の各種媒体を活用して、配偶者暴力相談支援セン配偶者暴力相談支援セン配偶者暴力相談支援セン配偶者暴力相談支援セン
ターやこうち男女共同参画センターの相談窓口の周知ターやこうち男女共同参画センターの相談窓口の周知ターやこうち男女共同参画センターの相談窓口の周知ターやこうち男女共同参画センターの相談窓口の周知を図った。

子どもの健やかな成長を見守る子どもの健やかな成長を見守る子どもの健やかな成長を見守る子どもの健やかな成長を見守るために、児童相談所や関係機関と連携した支援を実施。

ＤＶ被害者の自立支援を目指し、就労に向けた各種相談の実施や講座の開催就労に向けた各種相談の実施や講座の開催就労に向けた各種相談の実施や講座の開催就労に向けた各種相談の実施や講座の開催等の支援を行った。

・被害者の早期発見・早期対応、地域での見守り体制づくりのために、地域でのネットワークの強化地域でのネットワークの強化地域でのネットワークの強化地域でのネットワークの強化や
　支援者のスキルアップ支援者のスキルアップ支援者のスキルアップ支援者のスキルアップに向けた取り組みを実施。
・民間シェルターが継続して安定的に運営できるよう、運営団体に対する補助を拡充運営団体に対する補助を拡充運営団体に対する補助を拡充運営団体に対する補助を拡充した。
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○近年、相談件数は緩やかな減少傾向相談件数は緩やかな減少傾向相談件数は緩やかな減少傾向相談件数は緩やかな減少傾向にある。また、一時保護件数及びのべ保護日数は、25年度に大きく減少し、その一時保護件数及びのべ保護日数は、25年度に大きく減少し、その一時保護件数及びのべ保護日数は、25年度に大きく減少し、その一時保護件数及びのべ保護日数は、25年度に大きく減少し、その
後は緩やかに増減している後は緩やかに増減している後は緩やかに増減している後は緩やかに増減している。。。。ただし、要保護のケースは多様で、複雑化、対応困難な事例があることから、今後も広今後も広今後も広今後も広
範な関係機関との連絡調整、見守りやケアが重要範な関係機関との連絡調整、見守りやケアが重要範な関係機関との連絡調整、見守りやケアが重要範な関係機関との連絡調整、見守りやケアが重要。

担当課室

※６　ブロック別関係機※６　ブロック別関係機※６　ブロック別関係機※６　ブロック別関係機
関連絡会議の開催関連絡会議の開催関連絡会議の開催関連絡会議の開催

※６　DV対策連携支援※６　DV対策連携支援※６　DV対策連携支援※６　DV対策連携支援
ネットワークの専門性ネットワークの専門性ネットワークの専門性ネットワークの専門性
の向上と支援の輪の拡の向上と支援の輪の拡の向上と支援の輪の拡の向上と支援の輪の拡
大大大大

※６　民間支援団体と※６　民間支援団体と※６　民間支援団体と※６　民間支援団体と
の連携及び活動助成の連携及び活動助成の連携及び活動助成の連携及び活動助成

・関係機関・団体のさらなる連携強化に
向け、引き続き、ブロック別関係機関連
絡会議、及びDV対策連携支援ネット
ワーク専門者研修を開催。

・ＤＶ被害者支援計画策定委員会での意
見を踏まえ、生活困窮者自立支援制度
を所管する市町村社会福祉協議会に
も、ブロック会議への参加を呼び掛け
る。

県民生活・男女共
同参画課

女性相談支援セン
ター
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・特別支援教育学校コーディネーターのスキルを高
め、小中学校間の連携による校内支援体制の強化
を図るために、中学校区ごとに研修会を実施（２年
間で県内全中学校区で実施する。）。３５中学校区
で研修会を開催。

・研修での情報交換や協議により、校種
間の連携が進むとともに、校内支援体制
など自校での取組の改善や、支援の引
き継ぎなどができる体制作りにつながっ
ている。

・H29年度も中学校区で、特別支援教育
学校コーディネーター研修を実施しスキ
ルの向上や、教員間の連携も含む校内
支援体制の強化を図るために、研修会
を実施する。（２年目）

特別支援教育課

・「『災害と女性の人権』」をテーマに、阪神大震災
後の状況を基に、DVを含めた女性に対する人権侵
害の認識を深める研修を企画。阪神大震災後の家
庭生活の中で生じたDVの実態やDVを生じさせる要
因、避難所や瓦礫の街で引き起こされた性犯罪と
その二次的被害の実態など、DVも含めた女性に対
する人権侵害の実態を学習した。

・小中高特別支援学校から73名参加。
DVの防止を「災害と人権」の学習に絡ま
せ、実践できることを認識させることがで
きた。研修内容が、学校・学級での教育
実践に生かせるかアンケートしたところ、
5点中4.2の評価であった。

・人権教育セミナーでは、高知県民に身
近な１０の人権課題を網羅することを念
頭に置き、ＤＶを含めた女性の人権に関
する講演を計画していく。 教育センター

②
D
V
防
止
の
意
識
啓

発
の
拡
充 ※４　「女性に対する暴※４　「女性に対する暴※４　「女性に対する暴※４　「女性に対する暴

力をなくす運動」におけ力をなくす運動」におけ力をなくす運動」におけ力をなくす運動」におけ
る各機関と連携した集る各機関と連携した集る各機関と連携した集る各機関と連携した集
中的な広報啓発中的な広報啓発中的な広報啓発中的な広報啓発

○市町村広報紙への啓発・窓口周知記事掲載の
働きかけ
○民間支援団体と連携した広報啓発
・女性保護対策協議会と連携した相談カードの作成
（23,500枚）及び配布
・国際ソロプチミストと連携した広報チラシ等の配布
（街頭キャンペーンの実施）。高知城のパープルラ
イトアップ。
○DV防止啓発講演会の開催（ソーレ主催）

・幅広く関係機関と連携することで、効果
的に広報・啓発活動を実施することがで
きたが、DVの理解に向けたさらなる意識
啓発が必要。

・これまでの民間支援団体と連携した取
組に加え、経済団体等との連携による、
企業等職場を通じた広報・啓発の実施を
検討。

県民生活・男女共
同参画課
女性相談支援セン
ター
こうち男女共同参
画センター「ソーレ」

※１　中高生、大学生※１　中高生、大学生※１　中高生、大学生※１　中高生、大学生
及び保護者を対象とし及び保護者を対象とし及び保護者を対象とし及び保護者を対象とし
た授業及び研修の実施た授業及び研修の実施た授業及び研修の実施た授業及び研修の実施

○デートDVに関する研修の実施（出前講座）
・中・高校生対象（＠一宮児童館、13人参加）
・中・高校生、小・中学校教職員、保護者対象（香美
市、17人参加）

・教育機関からのＤＶ防止の研修依頼が
少なく、出前講座についての継続的な周
知・広報が必要

・高校・大学等も含めた教育機関におけ
る出前講座の開催や広報の働きかけ

ソーレ

※１　思春期相談セン※１　思春期相談セン※１　思春期相談セン※１　思春期相談セン
ター「ＰＲＩＮＫ」におけるター「ＰＲＩＮＫ」におけるター「ＰＲＩＮＫ」におけるター「ＰＲＩＮＫ」における
若者を対象とした広報若者を対象とした広報若者を対象とした広報若者を対象とした広報
啓発啓発啓発啓発

○PRINKの広報用名刺大カードの配布
・県内の全高校生及び私立中学校、高知市立中学
校、県内図書館等に配布
・フジグラン高知のテナントスペースに継続設置
○思春期ハンドブック（デートDV啓発冊子）の配布
及びホームページへの継続掲載

・毎年、県内の全高校生及び私立中学
生等への配布を継続することで、一定の
周知が図られてきている。
・今後も効果的な周知の工夫を図る必要
がある。

・広報用名刺大カードを毎年、県内の全
高校生及び私立中学生などに配布
・性の専門講師派遣事業等で思春期ハ
ンドブックを活用し、DV予防や相談窓口
を周知

健康対策課

・県内外で開催される相談員専門研修、ＤＶ支援に
必要な各種研修の受講。
・講師を招いての所内研修の実施。
　　　　専門研修への参加延べ10人
　　　　所内研修の実施3回

・県外で実施されるものが多い専門研修
への受講頻度の増加。

・県内外で開催される相談員専門研修、心理
担当専門研修やＤＶ支援に必要な各種研修
について、積極的な情報収集と受講、及び市
町村等への参加の働きかけを行う。
・講師を招いての所内研修の実施。

女性相談支援セン
ター

・国立女性会館での研修及び県内外での相談員の
専門研修への参加や被災地への相談員の派遣を
行った。また、相談員スキルアップ研修を３回実施
し延べ112人が参加した。

・スキルアップ研修には、各方面の相談
機関からの参加があり意識の向上や情
報の提供が図れた

・国立女性会館での研修及び県内外で
の相談員の専門研修への参加並びに相
談員スキルアップ研修の主催及び受講
等

ソーレ
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※２　児童相談所との※２　児童相談所との※２　児童相談所との※２　児童相談所との
連携強化連携強化連携強化連携強化

・女性支援相談センターと児童相談所が連携し、状
況に応じて子どもの一時保護を実施するとともに、
子どもにとっての最善の援助がなされるよう関与。
・定期的な連絡会の開催。

・相互研修や連絡会等により、情報共有
や役割の理解が深まり、連携した支援
が行えている。

・連絡協議会や個別のケース会により情
報共有を図ることで、状況に応じた子ど
もの一時保護や子どもにとっての最善の
援助を行っていく。

女性相談支援セン
ター
児童相談所

③
市
町
村
と

の
連
携
強
化

※６　住民の身近な窓※６　住民の身近な窓※６　住民の身近な窓※６　住民の身近な窓
口として、市町村相談口として、市町村相談口として、市町村相談口として、市町村相談
窓口でのＤＶ被害者の窓口でのＤＶ被害者の窓口でのＤＶ被害者の窓口でのＤＶ被害者の
支援支援支援支援

・市町村との情報共有を図り、スーパーバイズを実
施することで、窓口となる市町村職員のスキルアッ
プや市町村内の連携強化を図った。

・市町村窓口での被害者支援をスムー
ズに行うことができた

・市町村との情報共有、スーパーバイズ
の実施

女性相談支援セン
ター

③
若
者
に
対
す
る
デ
ー

ト

D
V
の
予
防
の
強
化

※３　相談員や心理ケ※３　相談員や心理ケ※３　相談員や心理ケ※３　相談員や心理ケ
ア担当職員等に対するア担当職員等に対するア担当職員等に対するア担当職員等に対する
専門研修の実施及び専専門研修の実施及び専専門研修の実施及び専専門研修の実施及び専
門研修への参加門研修への参加門研修への参加門研修への参加

（
２

）
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め
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・
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及
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①
生
涯
に
わ
た
る
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の
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進

※２　対人関係を築くこ※２　対人関係を築くこ※２　対人関係を築くこ※２　対人関係を築くこ
とが苦手な子どもに配とが苦手な子どもに配とが苦手な子どもに配とが苦手な子どもに配
慮した教育の実施慮した教育の実施慮した教育の実施慮した教育の実施

※１　教職員を対象とし※１　教職員を対象とし※１　教職員を対象とし※１　教職員を対象とし
たＤＶ防止をはじめとすたＤＶ防止をはじめとすたＤＶ防止をはじめとすたＤＶ防止をはじめとす
る人権教育の研修の実る人権教育の研修の実る人権教育の研修の実る人権教育の研修の実
施施施施
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②
相
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等
の
専
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実行（D) 評価（C) 改善（A)　　　　

●アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
●アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変化

実施後の分析、検証
H２９年度実施計画

（インプット）

②
子
ど
も
の

心
身
の
ケ
ア

の
充
実

※２　児童相談所等と※２　児童相談所等と※２　児童相談所等と※２　児童相談所等と
連携した子どもの心理連携した子どもの心理連携した子どもの心理連携した子どもの心理
判定やカウンセリング判定やカウンセリング判定やカウンセリング判定やカウンセリング
の実施の実施の実施の実施

・一時保護や施設入所措置を行った児童に対して、
心理判定やカウンセリング等を実施

・一時保護や施設入所措置を行った児
童の状況に応じた心理的ケアができて
いる。

・一時保護及び施設入所を行った児童
の状況に応じて、児童への心理判定や
カウンセリング等実施

女性相談支援セン
ター
児童相談所

③
保
育

、

学
習
支
援

の
充
実

※２　就学のためのさま※２　就学のためのさま※２　就学のためのさま※２　就学のためのさま
ざまな制度の情報提供ざまな制度の情報提供ざまな制度の情報提供ざまな制度の情報提供
と手続支援と手続支援と手続支援と手続支援

・就学支援金制度及び奨学給付金制度を実施する
ととともに、リーフレット等で制度を周知徹底した。
・高等学校等奨学金貸付制度を実施し、要件を満
たす貸与希望者全員に貸与できた。

・経済的な理由により進学・修学を断念
することがないよう支援し、教育の機会
均等に寄与した。

・引き続き支援制度の周知を図り、着実
に実施する。

高等学校課

※５　企業の理解の促※５　企業の理解の促※５　企業の理解の促※５　企業の理解の促
進や求人情報の提供に進や求人情報の提供に進や求人情報の提供に進や求人情報の提供に
よる就職の促進よる就職の促進よる就職の促進よる就職の促進

・「高知家の女性しごと応援室」では、ハローワー
ク、ひとり親家庭等就業・自立支援センター等関係
機関との連携も図りながら就労支援を実施。

・「高知家の女性しごと応援室」にＤＶ被
害者からの相談が多数寄せられている
状況にはないが、ＤＶ被害者含め、多様
な相談に対応できるための取組が必要。

・「高知家の女性しごと応援室」におい
て、関係機関と連携して一時保護所や
自立支援施設入所者の就労支援を行う
とともに、相談ブースの増設により、プラ
イバシーに配慮した相談環境の充実を
図る。

県民生活・男女共
同参画課

ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業
・相談件数　661人
・移動相談実施件数  13回
・無料法律相談        12回
・パソコン講座           2回（のべ3人）
・就職決定者数　      43人

・ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ターにおける就職決定者数は昨年の同
時期に比べ増加しており、引き続きセン
ターや実施事業の周知や就職決定者の
増加に取り組む必要がある

・ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ター事業（就業相談、就業情報の提供、
就業あっせん、法律相談、パソコン講座
他）の実施 児童家庭課

・民間託児提供事業者と契約締結を行い、各種職
業訓練を受講する方に託児サービスを提供する体
制を整えている。（利用者は０名）
・労働局や職業安定所、職業訓練機関にリーフレッ
トを配布し、周知を行った。

・待機児童数の減少（H27.4:47人、
H28.4:42人）により、利用者が減少してい
るものと思料する。
・年度末にかけて、待機児童数が増加す
ることから、利用者が増加することが見
込まれる。

・引き続き、周知活動を行い、本サービ
スを定着させていく。

・リーフレットの内容をわかりやすく、見
栄えの良いものに刷新する。

雇用労働政策課

③
生
活
支
援
の
充
実

※６　支援制度窓口の※６　支援制度窓口の※６　支援制度窓口の※６　支援制度窓口の
ワンストップ化ワンストップ化ワンストップ化ワンストップ化

・ＤＶ被害者支援に係る市町村内の連携強化を図
るため、ブロック別DV関係機関連絡会議のテーマ
を「市町村内部での連携強化」とし、ＤＶ被害者支援
担当課以外の関係課にも参加を呼び掛けた。
　　参加：56機関（うち市町村23）、132名

・市町村内のどの部署で相談を受けて
も、ＤＶ担当課に情報が集約され、適切
な支援につなげる仕組みの構築が必
要。

・ブロック別ＤＶ関係機関連絡会議に、Ｄ
Ｖ担当課以外の関係機関にも参加しても
らうことで、市町村内での関係各課の連
携を強化し、支援を充実させる。 県民生活・男女共

同参画課

（
2

）
早
期
発
見

、
通
報
及

く
り

①
地
域
の
関
係
機
関
・
団
体

見

、
通
報

、
相

※６　地域における関※６　地域における関※６　地域における関※６　地域における関
係機関・団体、者との連係機関・団体、者との連係機関・団体、者との連係機関・団体、者との連
携強化携強化携強化携強化

○要保護児童地域対策協議会の実務者会や個別
ケース検討会議での情報共有及び構成機関と連携
した支援の実施

○市町村の児童虐待対応担当部署を訪問し、要保
護児童対策地域協議会の運営現状把握と見守り
体制の構築に向けた協議の実施（7～8月）
＜交付金活用状況＞　10/28時点
　・活用中：
　　　南国市（4/1～）、香南市（5/1～）、
　　　大月町（10/1～）

・DV被害者の子どもの保護に関する連
携ができている。
・必要に応じて実務者会や個別ケース会
議へ児童民生委員等が参加している。
・子ども見守り体制推進交付金利用の意
向を示す市町村の増加。
・関係機関や民生委員等との連携が図
られ、地域で子どもを見守る体制の構築
が進んでいる。

・要保護児童対策地域協議会での構成
機関の連携及び情報共有
・地域での子どもの見守り体制の構築

児童家庭課
児童相談所

※５　就業支援制度等※５　就業支援制度等※５　就業支援制度等※５　就業支援制度等
の技能習得にかかる情の技能習得にかかる情の技能習得にかかる情の技能習得にかかる情
報提供報提供報提供報提供

※５　就職活動及び技※５　就職活動及び技※５　就職活動及び技※５　就職活動及び技
能習得時の託児支援能習得時の託児支援能習得時の託児支援能習得時の託児支援

②
就
労
支
援
の
充
実

担当課室

（
２

）
配
偶
者
暴
力
支
援

セ
ン
タ
ー

に
お
け
る
一
時

保
護
体
制
の
充
実

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
支
援

３
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
の
一

時
保
護
体
制
の
充
実

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容

及
び
相
談
体
制
づ

体
者
に
よ
る
発

相
談

　　　大月町（10/1～）
　・交付金利用の意向あり：
　　　黒潮町（H28.10～、予定）、中土佐町（予定）、
　　　宿毛市・土佐清水市（H29.4より利用予定）
・検討中：
　　　室戸市、安芸市、香美市、土佐市、越知町
・交付金利用の意向なし：23市町村

・あったかふれあいセンター職員に必要な基本的知
識の習得やOJT体制づくりを目的とした階層別研
修や、あったかふれあいセンターの活動充実のた
めに必要な知識や技術を身につけるための研修を
開催。

あったかふれあいセンターの実情を踏ま
えた研修が実施できた。DV被害等、地
域で支援が必要な人を早期発見できる
人材を育成するため、引き続き、あった
かふれあいセンター職員の人材育成研
修を継続していく。

あったかふれあいセンター職員研修の
継続

地域福祉政策課

サービス提供拠点の整備（本山町、土佐清水市） 新しい総合事業への移行に向けて、市
町村、地域包括支援センターとあったか
ふれあいセンターとの連携が必要。

新しい総合事業のサービス拠点の一つ
としてあったかふれあいセンター等の有
効活用を支援。

高齢者福祉課

隣保館運営状況調査訪問時に相談事例の有無、
発生時の関係機関との連携方法等を聞き取り。隣
保館職員等研修委託事業で人権課題別研修として
ＤＶ研修を年度内に実施する。

調査対象の約４６％終了時点（9月末）で
は対応事例無。

被害者が地域で孤立しないように隣保
館が身近な相談窓口としての認知度、
信頼性を高める取り組みを継続する。 人権課

※２　児童相談所や福※２　児童相談所や福※２　児童相談所や福※２　児童相談所や福
祉保健所等による育児祉保健所等による育児祉保健所等による育児祉保健所等による育児
支援支援支援支援

・要保護児童対策地域協議会での構成機関の連携
及び情報共有を行っている。
・専門的な知識及び技術を要する相談業務や専門
職員による調査、判定に基づく援助方針の策定を
支援している。

・ＤＶをはじめ地域の様々な児童問題に
対し、要保護児童地域対策協議会が主
体的に援助できるようになってきている。

・要保護児童対策地域協議会での構成
機関の連携及び情報共有
・児童相談所における育児支援
　専門的な知識及び技術を要する相談
業務。
　専門職員による調査、判定に基づく援
助方針の策定を支援

児童相談所

※６　要保護児童対策※６　要保護児童対策※６　要保護児童対策※６　要保護児童対策
地域協議会や民生委地域協議会や民生委地域協議会や民生委地域協議会や民生委
員・児童委員との連携員・児童委員との連携員・児童委員との連携員・児童委員との連携

・新任の民生委員・児童委員を対象とした研修を開
催（２年目対象：活動の中心の一つである相談支援
のために、話の聴き方・話の受け止め方について
傾聴技法などを研修、３年目対象：活動の基本的な
ところから、事例検討等も交えながら、求められる
役割、活動のポイント等を研修）

民生委員・児童委員の活動は多岐にわ
たっており、それぞれの状況等への対応
について、わかりやすく示していく必要が
ある。

・民生委員・児童委員の研修等における
DV対策等の周知

地域福祉政策課

※６　あったかふれあい※６　あったかふれあい※６　あったかふれあい※６　あったかふれあい
センター等との連携センター等との連携センター等との連携センター等との連携

②
地
域
で
の
居
場
所
づ
く
り

③
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
見

守
り

（
３

）
自
立
支
援
の
取
組

５
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
の
推
進
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